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－アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善に向けて－

助川晃洋

Ｉ執筆意図

２０１７（平成29）年３月３１日に告示された小・中学校学習指導

要領の鍵概念としては、「社会に開かれた教育課程｣、「主体的・

対話的で深い学び｣、「カリキュラム・マネジメント｣、「育成を目

指す資質・能力」の四つを挙げることが一般的であり、また妥当

である。これらは、それぞれ別個なものであるというよりも、む

しろ相即不離な関係にあって、一つのつながり、或いはまとまり

を成している。しかしそれを承知の上で、あえて本稿では、第二

の事項、すなわち「主体的・対話的で深い学び」だけに着目する。

なぜなら我が国では、学習指導要領の改訂論議とは全く違う脈絡

で、しかもそれが始まる以前から、アクティブ・ラーニングが注

目を集め、導入・推進を求める声が日増しに高まり、各地の現場

で対応が検討され、実践が創造されてきた事実があるだけに、そ

うした動向の延長線上にある「主体的・対話的で深い学び」の問

題については、もとより完全に、とまでは行かないにしても、あ

る程度は独立した項目として扱うことが可能であり、また許され

るはずだからである。

では「主体的・対話的で深い学び」という概念は、どのように

登場したのか（Ⅱ)。それは、最大公約数的には、どのような意

味なのか（Ⅲ)。その理念や趣旨を具現化するためには、どのよ

うな課題を克服しなければならないのか（Ⅳ)。本稿のねらいは、

これらの問いに対する回答を順次提示することによって、「主体

的･対話的で深い学び｣にかかわる基本的な知見を得ることにある。

九



Ⅱ成立経緯

アクティブ・ラーニングという概念は、いつ、どこで、誰が

最初に使用したのか。関連する発想であれば、デューイ（JOhn

Dewey）の経験学習やヴィゴツキー（LevSemenovichVygotsky）

の構成主義的学習観にまで遡及することができるであろうが、そ

れでもルーツを厳密に特定することは、極めて難しい。同じこと

は、実践の起源についても言える。例えば企業内研修や地域．市

民講座における協調学習の技法の一つであるワークショップの取

り組みは､かなり以前から広く行われている。しかしアクティブ．

ラーニングが我が国で一際注日を集めるようになったのは、大学

における授業のあり方をめぐって、中央教育行政レベルでの議論

が本格化したことが直接のきっかけであり、その時点から数える

のであれば、まだ'０年ほどの年月しか経っていない

２００８（平成20）年３)]２５１１にＨ１された,I,央教育審議会大学分

科会制度・教育部会の「学士課程教育の構築に向けて（審議のま

とめ)」では、次のように述べられている（p２４）（')。

学習の動機付けを図りつつ、双方向型の学習を展開する

ため、講義そのものを魅力あるものにすると共に、体験活

動を含む多様な教育方法を積極的に取り入れる。

学生の主体的・能動的な学びを引き出す教授法（アクティ

ブ･ラーニング）を重視し、例えば、学生参加型授業、協調．

協同学習、課題解決・探求学習、ＰＢＬ（Problem／PrQiect

BasedLearning）などを取り入れる。大学の実情に応じ、社

会奉仕体験活動、サービス・ラーニング、フィールドワーク、

インターンシップ、海外体験学習や短期留学等の体験活動

を効果的に実施する。学外の体験活動についても、教育の

質を確保するよう、大学の責任の下で実施する。

付属の「用語解説」では、アクティブ．ラーニングについて、

次のように述べられている（p５５）(2)。

伝統的な教員による一方向的な講義形式の教育とは異な

り、学習者の能動的な学習への参加を取り入れた教授．学

習法の総称。学習者が能動的に学ぶことによって、後で学
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んだ情報を思い出しやすい、あるいは異なる文脈でもその

情報を使いこなしやすいという理由から用いられる教授法。

発見学習、問題解決学習、経験学習、調査学習などが含ま

れるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベー

ト、グループ・ワークなどを行うことでも取り入れられる。

また2０１２（平成24）年８月２８日に'11された中央教育審議会

の「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯

学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（拝''１)」では、

次のように述べられている（Ｐ９）(3)。

生涯にわたって学び続ける力、主体的に考えるﾉ]を持っ

た人材は、学生からみて受動的な教育の場では育成するこ

とができない。従来のような知識の伝達・注入を中心とし

た授業から、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になっ

て切嵯琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を

創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能

動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換が必要である。

すなわち個々の学生の認知的、倫理的、社会的能ﾌﾞ]を引き

出し、それを鍛えるディスカッションやディベートといっ

た双方向の講義、演習、実験、実習や実技等を中心とした

授業への転換によって、学生の主体的な学修を促す質の高

い学士課程教育を進めることが求められる。学生は主体的

な学修の体験を重ねてこそ、生涯学び続けるﾌﾞJを修得でき

るのである。

同様の「用語集」では、アクティブ・ラーニングについて、次

のように述べられている（p３７）(4)。

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修

者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総

称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫

理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力

の育成を図る゜発見学習、問題解決学習、体験学習、調査

学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッショ

ン、ディベートグループ・ワーク等も有効なアクティブ.
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ラーニングの方法である。

「教授が教壇にたって、自分のノートを朗読している。教室に

はあふれんばかりの学生がつめかけ、その教授の朗読を懸命に

なって筆記している。その光景はまるで速記の練習場のようであ

る。ふだん教授や学生のやっていることといえば、ノートの朗読

とその筆記だけである」（明治末期の東大法科の風景）(5)。ここ

までひどい状況は、もはやなかなか見られないであろうが、それ

でも二つの官製文書（いずれも上掲）が、大学教育におけるアク

ティブ・ラーニングの必要性を強調していることに対しては、少

なくとも世間一般の人々からは、すんなりと理解されやすく、ま

た大いに賛同を集められるはずである。

だが、ほどなくして、同じことが、初等・中等教育に対しても

求められるようになる。２０１４（平成26）年１１月２０日に行われ

た下村博文文部科学大臣（当時）の中央教育審議会に対する「初

等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問)」

では、「新しい時代に必要となる資質・能力の育成に関連して｣、

それを「子供たちに育むためには、「何を教えるか」という知識

の質や量の改善はもちろんのこと、「どのように学ぶか』という、

学びの質や深まりを重視することが必要であり、課題の発見と解

決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・

ラーニング｣）や、そのための指導の方法等を充実させていく必

要があり｣、「こうした学習・指導方法は、知識･技能を定着させ

る上でも、また、子供たちの学習意欲を高める上でも効果的であ

る」と指摘されている(6)。

しかし我が国の初等･中等教育、とりわけ小･中学校においては、

大学の場合とは異なり、講義形式の授業が主流であり続けてきた

わけでは決してない(7)。真相は逆である。仮に教師中心・主導

としか言いようのない授業であっても､教師の発問や指示に児童・

生徒が応答する場面が数多く見られ、またグループでの討論や話

し合いが行われる方が一般的、普通であり、そうしたやりとりや

動きに欠ける、或いはそれらのないケースの方が例外的、希少で

ある。このことは、国内の小・中学校に通った誰もが、経験的に
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知っているはずであるし（世代や年齢によっては、必ずしもこれ

に当てはまらない方々が少なからずいること、また「問と答との

距離が非常に短くなっている」（８）と批判されるような授業運営

が、教科内容の過密化を背景として、かつて一時的に横行してい

たことなどは、もちろん承知している)、日本、アメリカ、ドイ

ツの小学４年生と中学２年生を対象とした算数・数学授業のビデ

オ分析による国際的比較研究（TIMSS1995VideoStudy）を通

じて、客観的に裏づけられた事実である(9)。

アクティブ・ラーニングという高等教育由来の概念を、そのま

ま初等・中等教育の文脈に持ち込むことには、かなりの無理があ

るし、そもそも積極的な理由が見つからない。またそれに対して

は、あまりにも多義的なカタカナ語であり、法令等での使用には

なじまない、との声が当初から上がっていた('０)。そこで中央教

育審議会では、アクティブ・ラーニングに取って代わるものとし

て、「主体的・対話的で深い学び」という概念を新たに作り出し

ている。そして2０１６（平成28）年１２月２１日に出された中央教

育審議会の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)｣(以

下、これを中教審答申と呼ぶ）では、「学習指導要領等の改善の

方向性」の一つが、「｢主体的・対話的で深い学び」の実現（｢ア

クティブ・ラーニング」の視点)」と表現されている(ID。また

中教審答申では、次のように述べられている（'2)。

平成26年11月の諮問において提示された「アクティブ・

ラーニング」については、子供たちの「主体的・対話的で

深い学び」を実現するために共有すべき授業改善の視点と

して、その位置付けを明確にすることとした。

すなわち学校で導入すべき学習形態は、あくまでも「主体的・

対話的で深い学び」の方であり、アクティブ・ラーニングは、そ

れを実現するための視点として位置づけられている。
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Ⅲ公的規定

「｢主体的･対話的で深い学び』とは何か」（'3)。中教審答申では、



この問いに対する回答が、次のように提示されている('4)、

○「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、特定の指導

方法のことでも、学校教育における教員の意図性を否定す

ることでもない。人間の生涯にわたって続く「学び」とい

う営みの本質を捉えながら、教員が教えることにしっかり

と関わり、子供たちに求められる資質・能力を育むために

必要な学びの在り方を絶え間なく考え、授業の工夫・改善

を重ねていくことである。

○「主体的・対話的で深い学び」の具体的な内容について

は、以下のように整理することができる。

「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、以ドの視点

に立った授業改善を行うことで、学校教育における質の高

い学びを実現し、学習内容を深くnl1解し、資質・能力を身

に付け、生涯にわたって能動'1勺（アクティブ）に学び続け

るようにすることである．

①学ぶことに興味や関心を持ち、ｎＪのキャリア形成の

方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り

組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体

的な学び」が実現できているか。

子供自身が興味を持って積極的に取り組むとともに、

学習活動を自ら振り返り意味付けたり、身に付いた資質・

能力を自覚したり、共有したりすることが重要である．

②子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の

考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを

広げ深める「対話的な学び」を実現できているか。

身に付けた知識や技能を定着させるとともに、物事の

多面的で深い瑚解に至るためには、多様な表現を通じて、

教職員と子供や、子供同-1が対話し、それによって思考

を広げ深めていくことが求められる。

③習得・活用・探究という学びの過程の巾で、各教科等

の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識

を相互に関連付けてより深く1M解したり、情報を精査し
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て考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えた

り、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深

い学び」が実現できているか。

子供たちが、各教科等の学びの過程の中で、身に付け

た資質・能力の三つの柱（「知識・技能｣、「思考力・

判断力・表現力等｣、「学びに向かう力・人間性等」－

引川者注）を活用・発揮しながら物事を捉え思考するこ

とを通じて、資質・能力がさらに伸ばされたり、新たな

資質・能力が育まれたりしていくことが重要である。教

員はこの中で、教える場面と、子供たちに思考・判断・

表現させる場面を効果的に設計し関連させながら指導し

ていくことが求められる。

○これら「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の

三つの視点は、子供の学びの過程としては－体として実現

されるものであり、また、それぞれ相互に影響し合うもの

でもあるが、学びの本質として重要な点を異なる側面から

捉えたものであり、授業改善の視点としてはそれぞれ固有

の視点であることに留意が必要である。単元や題材のまと

まりの中で、子供たちの学びがこれら三つの視点を満たす

ものになっているか、それぞれの視点の内容と相互のバラ

ンスに配慮しながら学びの状況を把握し改善していくこと

が求められる。

’１ｺ教審答申によれば、「主体的･対話的で深い学び」の実現とは、

特定の指導方法を取り入れたり、教師の指導性を弱めたりするこ

とではなく、学校での子どもの学びの質を高めるために、授業改

善を重ねることである。それは､｢主体的な学び｣､｢対話的な学び｣、

｢深い学び」という三方向からのアプローチであり、それぞれの

要点は、子どもが興味･関心を持って学びに向かい、見通しを持っ

て粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる

こと、他者との交流・協働や外界との｜Ⅱ互作用を通じて、自身の

考えを広げ、深めること、すでにあるものを記憶するのではなく、

問題発見・解決を念頭に置いて、各教科等の特質に応じたものの
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見方や考え方をはたらかせること、と麹蝿することが可能である。

そしてこれらは、視点としては個別のものであるが、子どもの学

びの過程では、－体として実現され、相互に影響し合うことにな

る。ただし毎回の授業の中で、すべてを扱わなければならないわ

けではなく、単元や題材のまとまりの中で、指導内容のつながり

を意識しながら実現することができるよう、従来の実践の蓄積を

生かして指導計画を立案し、授業づくりを進めることが必要であ

る。
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Ⅳ予想される困難

「主体的・対話的で深い学び」の実現をめざす過程で、指導す

る側の学校と教師は、多くの深刻な、難しい局面と向き合うこと

になる。学習者である子どもにとってもまた、状況は同じである。

なかでも次の三つは、どうしても避けることができない。

第一。「教育課程の基礎理論」において水内宏は、次のように

述べている（'5)。

教科は、子どもに学習を迫る仕組みである。学校は教科

の学習を行なうことによって、子どもに無条件の要求とし

て学習を迫るのである。そしてその要求は、学校と教師に

よる要求というあらわれ方をとるが、実はその背後に、社

会的な力として子どもへの学習要求が存在している。すな

わち学校と教師は、社会的な力の代弁者として、教科の授

業において子どもに学習を要求しているのである。

誤解を恐れずに言えば、教科指導としての授業は、基本的に強

制の場である,小・中学校において児童・牛徒は、学習指導要領

及び|可解説とそれらに準拠し、検定に合格した教科書に基づいて

学校が編成した教育課程の下で、授業を受けることになる。社会

から正式に委託された教師以外の何者かが、授業の内容・方法を

決めることなど、まずあり得ないし、また子どもが、例えば「自

分は違うことを学びたい｣、「今日は気分が乗らないから授業に出

たくない」という理由で否定的な態度をとることは、到底許され

ない。子どもには、授業の枠組みを受け入れた上で、その中で積

○
○



極的に行動することが求められる。そしてこのとき子どもは、結

局、主体的であるように見せること、さらには自分でもそのよう

に振る舞っていると思い込むことになるのではないか（｢いんち

き屋は本当にゲームをプレイしているわけではないが、ゲームの

制度まで放棄してはいない」（'6))。こうした一種のダブル・バイ

ンド状況、すなわち受動的でありつつ能動的であれ、との両立要

請が、子どもを苦しめることは、十分にあり得る。

第二。「新しい学力』において齋藤孝は、次のように述べてい

る（'7)。

アクティブ・ラーニングに基づく授業の第二の視点とし

て挙げた「対話的な学び｣､その象徴が､グループ･ディスカッ

ションとプレゼンテーションである。これらは小中高校、大

学で以前から行われてきたものだが、本当に有意義かという

と、効果の薄いものも多いといわれる。場が活』性化しない

まま、なんとなくゆるりとした話し合いに終わることも多い。

Ⅱで述べたように、我が国の小・中学校の授業では、討論や話

し合いといった学習活動が、以前から積極的に展開されている。

その蓄積を踏まえつつ、今後、授業中の対話をより一層活性化す

るためには､教師にも子どもにも技術が必要である｡例えばグルー

プ・ディスカッションの場合であれば、教師は、子どもに対して、

アイディア出しのためのディスカッションなのか、それとも解決

策の妥当性を検証するディスカッションなのかなど、何が目的で、

ゴールなのかを予め明確にし、指し示さなければならない。子ど

もの側も、事前に自分の意見や考えを整理してから、本番に臨む

とよい。テーマにかかわるデータ、事実、論拠を意識する。他者

の考えをしっかりと聞き、細大漏らさずメモをとる。各自が自分

の意見を発表し、相手に質問をする。これらもまた、活発なディ

スカッションの要件である。しかし実行することは、決して簡単

ではない。また新学習指導要領体制下において、限られた授業時

間数の中で、従来より多くの教科内容を扱わなければならない、

これからの学校と教師にとって、果たしてディスカッションを「

寧に組織するだけの余裕があるのかどうか。対話それ自体が自己
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目的化した実践、先行研究に倣ってきつい言い方をすれば、「ア

クティブ・ラーニング自体が目的のダメ事例」（｢外面的に活動的

な姿（ダメなアクティブ・ラーニング）をl-I的としたダメ事例｣、

｢目的がずれているダメ事例｣）（'8)ばかりを生み出すことのない

ように、教室レベルでは様々な創意工夫が求められる。

第三。「アクティブ・ラーニング「深い学び」実践の手引き」

において田中博之は、次のように述べている（'9)。

たとえ授業が課題解決的な学習になったとしても、学習

課題やめあてに魅力がなければ、やはり子どもたちは我慢

して取りﾎﾞ|[むだけであり、集中してはくれないでしょう。

子どもの追究意欲や集中して取り組む態度などの「学び

に向かう〃」は、何よりもまず学習課題の魅力にかかって

いるといえます。

子ども達が思考を深め、作品を練り上げ、技能を磨き合い、多

様な資質・能力を育て、課題解決を図ろには、少人数で共同｡協

働作業を行うグループ・ワークが有効である。しかし教師の問い

かけが暖昧だと、それは、思考や表現が進まず、深まらない「お

しゃべり活動」となり、かえって「浅い学び」で終わってしまう

ことになる（｢活動あって学びなし｣)。例えば「聖徳太子につい

て調べよう｣、「被子植物について学ぼう」といった、学習の範囲

や対象を示すだけの課題や、「第二段落での主人公の気持ちを考

えよう｣､｢練習問題１を解こう」といった､決められた順序に沿っ

て淡々と進んでいく課題では、子どもが達成したいという動機を

持つことができない（少なくともできにくい)。こうした事態を

回避するために、学習課題の設定に際しては、「意外性」（｢あれ、

不思議だな？｣、「なぜだろう？｣、「おかしいな、今までの方法

では解けないよ｣)、「適度な困難性と活用可能性」（｢あともう少

しで解けそうだ｣、「前の時間で学んだことを使えばできそうだ｣)、

｢活動誘発性」（｢○○してみたいな｣、「○○が起きた原因を探り、

資料を引用して説１Nしよう！」）という三つの要素を満たすこと、

すなわち学びの当事者である子どもにとっての切実さが必要であ

る(２０)。そして課題は、グループ・ワークのねらいとともに、（板
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書するだけで済ませるよりも）ワークシートを配布して、そこに

書き込ませるとよいだろう。可視化によってこそ、意識化がもた

らされる。

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
関
す
る
基
本
的
考
察
（
助
川
）

Ｖ今後の課題

自称「主体的・対話的で深い学び」の実践報告は、書物に掲戦

されているものだけに限ってみても、すでにかなりの数に上って

いる。例えば稲丼達也・吉田和夫編著『主体的．対話的で深い学

びを促す中学校・高校国語科の授業デザイン」では、グループで

の話し合い、ホットシーティング、ジグゾー法、新聞記事、反転

学習、ディベート国際バカロレア、タブレット端末、パフォー

マンス評価などの「学びの技法」を用いた小・中・高等学校国語

授業の15事例が、詳しく紹介されている(21)。こうした手法に＿

定の意義を認めることは、もちろん吝かではない。それどころ

か、益々の普及を推奨したいとさえ思う。しかしそれは、子ども

が、いわば活動疲れ（｢ワークショップ疲れ｣、「アクティブ.ラー

ニング疲れ｣）を引き起こす可能性について、教師による適切な

配慮がなされているならば、という条件つきの話である。教育改

革の動向に即し、その要請に応えようとするあまり、教師の思い

ばかりが先走り、川の前の子どもが飽きてしまったり、不満を感

じたりするようでは（｢げっ、また６人グループになんの？」、「ま

たポスターとマジックと付菱紙かよ｣、「どうせ、どんな提案をし

ても、落としどころが、最初から決まってるんでしよ｣）（２２)、や

はり本末転倒と言うよりほかにない(23)。

では紛うことなく、真に「主体的・対話的で深い学び」である

と回他ともに認めることができる実践とは、一体どのようなもの

なのか。広く事例を探索し、特定し、慎重に検討し、意義づける

作業を行った上で、その特徴や成果について、稿を改めて述べる

ことにしたい。
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